
１　作成日・作成担当課

　　作成年月日

　　作成担当課 埼玉県 ( ) -

出資法人の名称 代表者

　　主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市中央区上峰３丁目１５番１号 電話番号 ( ) - ５５００

平成 年 ７ 月 １ 日 ホームページアドレス https://www.saf.or.jp/

基本財産等の金額 千円 （ ％）

令和４年度

1,757,417

(1,181,449)

△ 67,008

△ 68,830

△ 51,540

６ 常勤役職員数 （令和５年４月１日現在）

７ 常勤役職員の報酬・給与に関する状況（令和４年度決算）

８ 出資法人への埼玉県の関与の状況

(1)公的支援（フロー）

①

②

③

④

⑤

(2)公的支援（ストック）

①

②

③

９　埼玉県による検査・監査

10　その他の特記事項

○　公益法人については、「５．財務状況」の各欄は公益法人会計基準により、次のとおり読み替えて計上しています。

検査日　令和５年６月１５日

令和４年度における常勤役員は１名のため、役員の平均年収は個人情報に該当する非開示情報である。

＜貸借対照表＞純資産（資本）→正味財産の部合計
　　　　　　　　　　　累積欠損金→正味財産の部合計
＜損益計算書＞損益計算書→正味財産増減計算書及び収支計算書
　　　　　　　　　　　総収入（=売上高+営業外収益+特別利益）→旧基準：総収入（=当期収入合計-借入金収入等（損益に無関係の項目））　新基準：総収入（=経常収益計+経常外収益計）
　　　　　　　　　　　経常損益→旧基準：当期正味財産増減額-（特別損益項目の資産の増減+特別損益取引に係る当期収支差額）　新基準：当期経常増減額又は税引前当期一般正味財産増減額
　　　　　　　　　　　当期損益→旧基準：当期正味財産増減額　新基準：当期一般正味財産増減額
　　　　　　　　　　　減価償却前当期損益→減価償却を行っている場合は、当期損益に減価償却費を加えた額

出資金 100,000 100,000 100,000 基本財産出えん金

合計 100,000 100,000 100,000 －

損失補償契約に係る債務残高

貸付金残高

項目
金額（千円）

備考（目的、内容、算出根拠等）
令和２年度 令和３年度 令和４年度

（参考）　委託料 1,144,719 1,103,829 1,100,812 県立文化会館の管理・文化振興事業

　その他（　　　　　　　　　　）

合計 89,654 64,549 80,637 －

　税の減免額

　損失補償契約に伴う金利軽減額

　補助金（助成金） 89,654 64,549 80,637 事業費補助

　利子補給金

項目
金額（千円）

備考（目的、内容、算出根拠等）
令和２年度 令和３年度 令和４年度

 １名
（１名）

県職員に準じた報酬等を支給 ６，１８９千円
５２名
（８名）

常勤役員の平均年収
支給実人数
(うち県派遣）

備考 常勤職員の平均年収
支給実人数
(うち県派遣） 備考

14,845

役員数
（うち県派遣職員数・県退職者数）

役員平均年齢
職員数

（うち県派遣職員数・県退職者数）
職員平均年齢

　　　３名

　（県派遣　２名）
５６．７歳

　　５０名

　（県派遣　７名）
４６．０歳

　累積欠損金 　減価償却前当期損益 △ 2,325

500,643 383,733 　（うち埼玉県からの補助金・委託金） (1,234,373) (1,168,378)

629

　純資産（資本） 744,163 744,100 675,271 　当期損益 △ 10,102 △ 63

　(うち有利子負債） 　経常損益 △ 1,307

４　事業内容

(1)　舞台芸術作品等の創造、発信及び提供

(2)　芸術文化活動の支援及び人材の育成並びに調査、研究

(3)　芸術文化に係る活動及び発表の場の提供

(4)　芸術文化を振興するための国内外との交流

(5)  その他上記事業の推進に資する事業

５　財務状況（詳細は、各出資法人のホームページを御覧ください。）

貸

借

対

照

表

か

ら

項目
金額（千円） 損

益

計

算

書

か

ら

項目
金額（千円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２年度 令和３年度

　資産 1,171,404 1,244,743 1,059,004 　総収入（＝売上高＋営業外収益＋特別利益） 1,479,449 1,729,511

　負債 427,240

３　基本財産等・埼玉県の出資割合

１００,０００ 埼玉県の出資割合　　　　　　　　　　％）　　１００

２　出資法人の名称

公益財団法人　埼玉県芸術文化振興財団 理事長　加藤　容一

主たる事務所の所在地 ０４８ ８５８

公益財団法人　埼玉県芸術文化振興財団に関する情報公開

令和５年８月３１日

　県民生活部 文化振興課 電話番号 ０４８ ８３０ ２８７８

　　設立年月日 ５

https://www.saf.or.jp/

